
議案第３５号 

日進市国民健康保険条例の一部改正について 

 日進市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和３年６月３日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

この案を提出するのは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、 

日進市国民健康保険条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 改正点 

新型コロナウイルス感染症を定義する規定を改める。 
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   日進市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市国民健康保険条例(昭和42年日進町条例第14号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

(新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に係る傷病手当金) 

(新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に係る傷病手当金) 

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第

28条第1項に規定する給与等をいい、賞与

(健康保険法第3条第6項に規定する賞与を

いう。)を除く。以下この項から附則第8項

までにおいて同じ。)の支払を受けている被

保険者が療養のため労務に服することがで

きないとき(新型コロナウイルス感染症(病

原体がベータコロナウイルス属のコロナウ

イルス(令和2年1月に、中華人民共和国から

世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限

る。)である感染症をいう。以下同じ。)に

感染したとき又は発熱等の症状があり新型

コロナウイルス感染症の感染が疑われると

きに限る。)は、当該被保険者の属する世帯

の世帯主に対し、その労務に服することが

できなくなった日から起算して3日を経過

した日から労務に服することができない期

間のうち労務に就くことを予定していた日

について、傷病手当金を支給する。 

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第

28条第1項に規定する給与等をいい、賞与

(健康保険法第3条第6項に規定する賞与を

いう。)を除く。以下この項から附則第8項

までにおいて同じ。)の支払を受けている被

保険者が療養のため労務に服することがで

きないとき(新型インフルエンザ等対策特

別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条

の2第1項に規定する新型コロナウイルス感

染症(以下「新型コロナウイルス感染症」と

いう。)に感染したとき又は発熱等の症状が

あり新型コロナウイルス感染症の感染が疑

われるときに限る。)は、当該被保険者の属

する世帯の世帯主に対し、その労務に服す

ることができなくなった日から起算して3

日を経過した日から労務に服することがで

きない期間のうち労務に就くことを予定し

ていた日について、傷病手当金を支給する。

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 





議案第３６号 

日進市障害者福祉センター条例の一部改正について 

 日進市障害者福祉センター条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和３年６月３日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、障害者福祉センターにおいて行う事業の規定を整理する 

ため、日進市障害者福祉センター条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

障害者福祉センターにおいて行う事業について、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律及び児童福祉法を引用する条項について必要な規定

の整理を行う。 
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   日進市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市障害者福祉センター条例(平成23年日進市条例第13号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(事業) (事業) 

第3条 福祉センターにおいて行う事業は、次

のとおりとする。 

第3条 福祉センターにおいて行う事業は、次

のとおりとする。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律(平成17年法

律第123号)第5条第18項に規定する相談

支援及び第77条の2に規定する基幹相談

支援センターに関する事業 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律(平成17年法

律第123号)第77条の2に規定する基幹相

談支援センターに関する事業 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定

する児童発達支援、同条第6項に規定する

保育所等訪問支援及び同条第7項に規定

する障害児相談支援に関する事業 

(4) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定

する障害児通所支援(医療型児童発達支

援を除く。)及び同条第6項に規定する障

害児相談支援に関する事業 

(5) 略 (5) 略 

(使用料) (使用料) 

第9条 第3条第4号に規定する児童発達支援

及び保育所等訪問支援を利用する児童の保

護者は、児童福祉法第21条の5の3第2項第2

号の規定により定められた額を、市長に納

付しなければならない。 

第9条 第3条第4号に規定する障害児通所支

援を利用する児童の保護者は、児童福祉法

第21条の5の3第2項第2号の規定により定め

られた額を、市長に納付しなければならな

い。 

2 略 2 略 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 





議案第３７号 

日進市スポーツセンター条例及び日進市都市公園条例の一部改正について 

 日進市スポーツセンター条例及び日進市都市公園条例の一部を別紙のとおり改正す

る。 

  令和３年６月３日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、公共施設の休館日等の規定を見直すため、日進市スポー

ツセンター条例及び日進市都市公園条例の一部を改正する必要があるからでありま

す。 

２ 改正点 

スポーツセンターの休館日及び有料公園施設等の休業日について、月曜日が祝日

の場合に翌日を休館日又は休業日とする規定を改める。 
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   日進市スポーツセンター条例及び日進市都市公園条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

 (日進市スポーツセンター条例の一部改正) 

第1条 日進市スポーツセンター条例(平成8年日進市条例第4号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(休館日) (休館日) 

第4条 スポーツセンターの休館日は、次のと

おりとする。 

第4条 スポーツセンターの休館日は、次のと

おりとする。 

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日

に関する法律(昭和23年法律第178号)に

規定する休日に当たる日を除く。 

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日

に関する法律(昭和23年法律第178号)に

規定する休日に当たる場合は、その翌日 

(2) 略 (2) 略 

2・3 略 2・3 略 

 (日進市都市公園条例の一部改正) 

第2条 日進市都市公園条例(昭和60年日進町条例第15号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(休業日) (休業日) 

第10条 有料公園施設及び付随する施設の休

業日は、次のとおりとする。ただし、上納

池スポーツ公園上納池テニスコート及び西

山公園を除く。 

第10条 有料公園施設及び付随する施設の休

業日は、次のとおりとする。ただし、上納

池スポーツ公園上納池テニスコート及び西

山公園を除く。 

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日

に関する法律(昭和23年法律第178号)に

規定する休日に当たる日を除く。 

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日

に関する法律(昭和23年法律第178号)に

規定する休日に当たる場合は、その翌日 

(2) 略 (2) 略 

2・3 略 2・3 略 

   附 則 

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
































































